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「プラマーナ・グールティカ」現量章の

和訳研究（15)

戸崎宏 正

咽量果＝量）
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量果（認識結果 prama.l}aphala）と量（認識手段 prama.l}a）とは別体である

という考えは，多くのインド哲学諸派がとる見解である．これに対して仏教論

理学派は量果と量とは別体ではなく，同一体であると主張する. Pr姐勾鍛am-

UC伺 yaはつぎのようにいう．

「ここにおいても，正に（量）果は，作用（vyapa.ra）を持っと理解されるか

ら，量である．外道（tirthika）たちのいうような量より別個の（量）果はない．

（量）果であるかの知は対象形相（arthaka.ra）を帯びて生じ，そして作用をも

っという理解にもとづいて（対象知はJ正に量であると比喰表現（upaca.ra）さ

れる・（事実的な）作用があるのではな次たとえば果が困に随順してい相

似して）生じるとき，『（果は）因の色を取る』といわれる．（事実的な）作用

(1) 前橋までとの関連を科段で示せば，つぎのようになる．

I 量の数

II 現量の定義

四似現量......（前稿まで）

咽量果＝量

( i ) 量果・量の非別体説（301-307b)

(ii) 知の能取性（307←309)

(iii) 他学派の説を破す（310-317)

(iv) 勝義の立場と世俗の立場（318,319) 
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(2) (3) 
があるのではない．この場合も同様である．」（下線は偏）

量果である知は，対象を把握する作用（vya.para）をもっと考えられるから，

量と比喰表現される，という．そこでは量（prama,;,,.a）は作具因（karai.ia）で

はなく，作用（bhava）の意味に解されていると思われる．量果である知を，

それ自体にある対象把握という作用の面によって量と比喰表現する，という意

味であろう．そして知に対象を把握する作用があるといえる根拠として，知が

対象の形相を持って生じていること一一換言すれば，対象に相似して生じてい

ること一一・を挙げている．つまり，因である対象に似て生じているから，「対

象を把握する」といえる，という論旨である．理解の便宜のために， Prama,;,,.-

avarttika の相当偏に対する Prajiiakaragupta, Ravigupta, Devenclrabud品i,

Manorathanandinの注が共通して挙げる例を示せば，それは「たとえば父親に

似て生じた子供は，（父親の相貌を）取る（という事実的な）作用はないけれど

も（父親に似ていることにもとづいて）世間で“父親の相貌を取る”といわれ
(4) 

る」とし、う例である．

この Pramai.iasamuccayaの論述に相応する Prama.9avarttikaは第301傷より

第319偏までであるが，それはつぎのように科段によって分けることができょう．

量果・量の非別体説（k.301-k.307b) 

知の能取性（k.307c-k.309) 

他学派との対論（k.310-k.317) 

(2) 服部正明博士は， byaha med paha由 mayin noは byaha med par yaliがn
noと訂正される内、きことを， PY,ill, 307cd, 308, PTS, 31b←5 (35町， PVBhad
PY, ill, 309を参照して論じられ，“althoughit is devoid of function泊bnature” 
と訳されている （D信naga,On Perception, p. 100, note 1.58）.いま服部博士のこ
の訂正に従った．しかし PSVの二つの Tib.訳侭訳については R ed., N. ed., 
V訳については R ed., N. ed., C.ed., D.ed.）がいずれも maを持っている点，
なお問題が残るように思われる．

(3) M. Ha枇ori,op. cit. p.28, ll. 16-28に英訳されている．
( 4) yathii pitrsadr品aq.pu回 utpattim量npi付riipa)Jlgrh甲車titivyapadi品.yateloke vin亙
’pi graha早avyii戸r句a,PVBh, p.3叫 ll.11-12. Cf. PVT(R), 141b1-•, PVV, p.211, 
l. 10, PVP, 254b•-•, 237a•-• （前稿 13,note 22参照）．
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勝義の立場と世俗の立場（k.318, 319) 

(i) 量果・量の非別体説

法称の説は上に述べた陳那の説とやや論旨を異にしている．陳那の説は，上

述のように量果である知に対象把握という作用があるということから，量果で

ある知が量と比喰表現されるとし、う論旨であった．換言すれば量果である知と

対象認識作用としての量との非別体説であった．これに対して法称の説は，量

果である知とその知を成就せしめるものとしての量との非別体説である．つま

り，陳那と法称の説の相違は，量（pram勾a）の意味の取り方の相違である．

陳那はそれを対象認識の作用（vyapara）と取り，法称は知（量果）を成就せし

めるもの（sadhana）と取る．

なお，このように陳那と法称の説は論旨に相違があるが，しかし両説とも知

の対象形相性（一一知が対象の形相をもって生じていること，別言すれば対象

に相似して生じていること一一）が重要な論拠になっている点では相違がない．

すなわち， 陳那は知に認識作用（ー一一陳那においてはこれが量である一一）

があるといえる根拠として対象形相性を述べ，法称は知を成就せしめるもの

（一一法称にとってはこれが量である一一）は対象形相性であると主張する．

法称は上述のように量を「知を成就せしめるもの（sa品ana）」と解し，その

量と量果との非別体なることを論じる．

まず，かれは一般的に成就せしめるもの（能成者）とは如何なるものである

かを論じる．

「行為の能成者」といわれるが，実に（無差別に）すべてがすべて

の行為の能成者であるのではない．なぜならば，或るもの（甲）に

よって或る行為（乙）が（支障なれあるとき，それ（甲）はそ

れ（乙）の能成者であるから．

kriyasadhanam ity eva錨 rvaip鈍 W 鉛 yakarma1Jali I 

( 5 ) PVV, p. 208, last !in←p. 209, l. 1: avyavadhiin釦 a.PVP, 253b': chod-pa med・

par. 
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(6) 

sadhanaip na hi tat tasya}:i sadhanaip ya kriya yata}:i II (301) 

法称はこのように，行為（kriya）の能成者（sadhana) とは， それ（甲）に

よって（支障なく）行為があるところのそれ（甲）である， とL、う． この場合，

行為とその能成者の関係は，注釈者 Devendrabuddhiによれば，
(7) 

所生・能生の

関係ではない．さらにその復注者 Sakyamatiは，それ（能成者）によって（行

為の）確立（ηavastha）がえられるとい吹つまり知の能繭（ーこれが量

に外ならないが一一） とは，知を生起せしめる因ではなくして，知を確立する

もの（vyavasthapaka）を意味するのである． ところで〉 知を確立するとは如

何なることかといえば， 法称の以下の論述からみれば，それはたとえば「青の

知」を「寅の知」などから差別して「青の知」と確立することである．

さてつぎに法称は，何が量であるのか，換言すれば何が知をそのように確立

するのか， という問題を論じる．

それ（＝色等の対第に関するもろもろの知は領納である点のみで

は体を等しくするが，（それら知には）それぞれ対象（の相違）に相
α1) 

応して（自己を他の知から）差別するものが自身にあるはずである．

tatranubhavamatre早ajiianasya鈍 drsatmana』｜
(12) 

bhavyaip ten' atmana yena pratikarma vibhajyate II (302) 

(6) PV-k(I ), (ll), tasya; PV-k (Ill), tasyal}. 

( 7) PVP, 253b1-•: bskyed-par-bya-ba dali skyed-par-byed-pal].i. dnos-pos ni ma yin t色

( 8) PVT(S), 269a1: de iiid las mam-par・bshag-pathob-pa yin no. 

( 9 ) Dharmottaraはかれの Nyayabindu!ik互において，

「そしてこの場合，所成・能成の関係は所生・能生の関係 (janyajanakabhiiva）を

意味しない...・ H ・しからずして，所確立・能確立の関係（vyavasth亙.pyavyavasthap-

akabhiiva）を（意味する）・JNBT (D), p. 82, ll. 7 必）という．なお後出の第315bed 

を参照．

(10) PVV, p. 209, l. 6: tatra （傷） riipiidau karma:r;ii. PVP, 253b2: gzugs la-sogs-pa 

las de la （傷）．

(11) この傷は SV,Siinyaviida k. 20に対する Suca.ritamisraのK誕ikii,Piirthasiir-

atimisraのNy亙.yaratnakara,UmbekaのTiitparyatikiiに引用されている（海恵宏

樹氏，「Slokavarttikaの関説する仏教説」，インド学試論集 No.1, p. 35). 

(12) PV-K (III), virudhyate. 
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色等を対象としたもろもろの知は領納（anubhava）であることについてはす

べて同じである．しかし「青の知」「黄の知」というように，知には相互の差

別がある．したがって，たとえば「青の知」を他の知から差別するものが「青

の知」自身に内在しているべきである．もしそのようなものが内在しないなら

ば，「青の知」「黄の知」等の差別は不可能になる．

ここで，つぎのような反論が予想される．すなわち，「青の知」「糞の知」等

を差別するものは，それら知に内在するものではなく，外的な固たとえば感官

等の相違に由来する，と．そこで法称はつぎのようにいう．
(13) 

（感官等の外的な）因に（不清澄等の）相違はあるけれども，それ

（＝知）の自身に内在しない（相違）は，（領納である点において）相

違しない（知）を対象の差別に応じて差別して定めるものではない．

anatmabhuto bhedo’sya vidyamano’pi hetu卵｜

bhinne karma1,1y abhinnasya na bhedena niyamaka}:t II (303) 

それゆえに，それ（＝知）の自身（に内在する）差別によって「（こ

れは）これの知である」というこの対象限定が行為（＝知）にあり，

それ（＝知）はそれ（＝知自身に内在する差別）を能成者とする．
(14) 

と成就される．
(15) 

tasmad yato’sy' atmabhedad asyadhigatir ity ayam I 

kriyaya}:t karmaniyama}:t siddha sa tatprasadhana II (304) 

このように法称は，対象の相違に応じて「青の知」「黄の知」等々というよう

に知を差別する要因は知自身に内在する差別でなくてはならない，と主張する．

ここで法称は，知に内在して知を差別して確立せしめる要因は何であるかを

明らかにする．すなわち，

実に対象相性を除いては他は，たとえ自己の相違によって知に何ら

(13) PVP, 253b5: mi gsal-ba la-sogs-pal}.i tha-dad. PVV, p. 209, l. 14によれば，

「働きをもつことなどを特相とした差別」（vi品向al;isavy.亙para信dilak~a早o)

(14) PVV出版本， AppendixIIによれば Sanmatitarkaに引用されているという．

(15) PV-k (III), atmabhedo’syavagatir.しかしこれでは Slokaとしてー音節欠ぐ．
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かの差別を附与するとはいえ，（たとえば「青の知」というように）

それ（＝知）を対象に結びつけない．

arthena ghatayaty enii.:qi na hi muktvii.’rtharupatii.m I 
(16) (11 ： 

anyal:,i sva hedーjj負担asyabhedako’pi kathaiicana 11 (305) 

それゆえに所量認識の能成者は所量相性である．他の能成者におい
(18) 

ては，それ（主知）の対象との関係が成就しない．

tasmat prameyadhigaぬbsadhana:qi meyarupata I 

sadhane 'nyatra tatkarn 
(20) 

対象相性（＝所量相性 prameyarupata）一一対象の相を帯びて生じているこ

と一ーこそが，知をそれぞれ対象に応じて差別して確立するものである．たと

えぽ「青の知」が「黄の知」等から差別して「青の知」と確立せしめられるのは，

「青の知」が青（対象）の相を帯びていて黄の相を帯びていないという差別に

よってのみ可能である．したがって，正にかの対象の相を帯びていること一一

対象相性一ーこそが能成者（量）である．

このように，法称は，知自体にある対象相性（対象相似性）一一対象の相を

もって生じていることーーこそが知を対象に応じて差別して確立するもの，す

なわち能成者（量）である，と主張する．

(16) PV-k( I), anyat. 

(17) PV-k( I), svabhedo; PV-k(fil), svabhed亘d.

(18) 第305傷 ab，第306侮 abはSarvadarsanasa1Pgrahaに経量部説として引用され

ている（SDS,Bauddhadarsana, 249-250). 

(19) PV・k (fil), tatkarmasadartho. 

(20) 対象相性（arthariipatii）と所量相性（prameyariipatii,meyariipat亙）は同義語で

ある・また対象形相性（vi~ay亘同ra樋）といわれることもある．たとえば PS (PSV, 

96a2）.また対象の相を帯びて生じること一一対象相性ーーは，対象に相似して生じ

ることでもある（cf.倶舎論，大正 XXIX,p. 157b：如何似ν境．調帯ニ彼相ー・）．そ

こで対象相似性（arthas轟rupya）ともいわれる・たとえば NyiiyabinduI -20. 

(21) 同様のことを後に法称は重ねて明らかにしている・するわち，

「それ（＝対象相似性）は世間において行為（＝知）を（外境）対象に応じて確立

する困であろう．」（k.431, cd) 
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さて，その対象相性（量）は知（量果）自身にある．それゆえに量と量果と
は別体ではない．すなわち，つぎのようにいわれる．

そしてそれ（＝所量相協は正にそれ（＝知）自身にある・それゆ

えに（量）果は（量より）別個のものではない．

福田 tasy'atmabhiitaiva t回 aaおtha.ntara早 phalaml

以上によって法称の量果・量の非別体説の論述は一応おわる．

(ii) 知の能取性

さきに見たように陳那における量果・量の非別体説は，量を作用（vyapa.ra)

とみなした上での量果（対象認識紅白adhiga低）との非別体説であった．そし
て，量果に把握作用があるといえる根拠として，量果である対象認識が「対象
の相を帯びて生じていること」（対象相性jが示された．これに対して法称は，
量を能成者（sadh姐且）一一知を対象に応じて差別して確立するものーーと解し，
その上で量果（対象認識）との非別体性を主張した．その点で，陳那と法称の
量果・量非別体説には相違がみられる．

じかし，いまこれまでの所論でその非別体説の主張をおわって，つぎに知の
能取性（換言すれば対象と知との間にある所取・能取の関係）を論じるにあた
っては，‘法称は，陳郡が知（量果）に対象把握作用があることを論じるときの
その論旨をまったくそのまま踏襲している．すなわち，法称は，陳那と同様
に，知に対象把握作用があるといえるのは，知が対象の相をもって生じているか

「知が青等の相をもたないならば，『それはそれの領納である』とどうして（確立
されえよう）か.J (k. 433, cd) 

(22) M回 orath岨 andinは「それ」を「領納を自性とする認識J(adhigatir anubhav-
舗 vabhiiv冨， PVV,p. 210, l. 22）と解している Devendrabuddhiは「能成者である
所量相性」（sgrub-par・byed-pargyur-pa gshal・bya):iino・ho制， PVP,254b＇）と解し
ている・いまは Devendrabuddhiによった・なお Raviguptaは「それ」を「（対象）
認識」と解し，つぎの「それ」を「形栢」と解している（PVT(R),141a＇）.これに
よって訳せば，「そしてそれ（＝対象認識）はそれ（＝対象形相）自身にある・…」
となろう．
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らである，という．すなわちつぎのようにいう．

それ（＝対象相性）を自身にもっているそれ（＝知）は，あたかも

対象の認識を自体とした作用によって，自己の対象に関して有作用

のように顕現する．なぜ（有作用のように顕現するのかという）な

らば，（知は事実的にお白から働きをなすものではないが，それ

（＝対象相性）によってそれ（＝対象の認識）が確立するからである．

dad｝由加p.tac ca tam atma町 arthadhigamanatma同 11(307) 

savyaparam iv’abhati vyapare早asvakarma1..1i I 

tadvasat tadvyavasthanad akarakam api svayam II (308) 

たとえば世間において，果は（事実的）行為をもたないにもかかわ

らず，因と相似した自体をもって生じていることにもとづいて，「因

の相を取る」といわれるように．

yatha phalasya hetilnaip. sadr品tmatayodbhavadI 
(24) 

hβturilpagraho lake’kriyavattve’pi kathyaぬ｜｜（却9)

たとえば，子供は父親の容貌を事実的に取ることはないけれども，父親に似
(25) 

ていることによって「かれは父親の相貌を取る」といわれる．同様に，知が対

象に似て生じること一一対象の相を帯びて生じること（対象相性）ーーにもと

づいて，「知は対象の相を取る」といわれる．知は対象の相を事実的に把握す

るのではない．

この法称の説は陳那の説をそのまま踏襲したものである．

(iii) 他学派の説を破す

つぎに法称は敵者の見解を論難する．

それゆえに，感覚・感官（と対象と）の結合・限定者の知が量であ

るとは認められない．それらは（認識）行為＝（量果）に対して妨

(23) PVT(R), 14lb3: don-dam-pa iiid du. 

(24) PV-k(ll), 0vatve; PV-k(m), kriyavattve. 

(25) Cf.前注（4).
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げがあるから．

iilocaniik写asambandhavi品e手a1_1adhiyiimataJ:.i I 

ne号ta111priimii1_1yam ete事ii111vyavadhiiniit kriyii111 prati II (310) 

ここに法称は，感覚（iilocana）を量とみなす見解，感官（と対象と）の結合

(ak~asambandha）を量とみなす見解，限定者の知（vise切1_1adhi）を量とみなす
(2時

見解を挙げている．注釈者 Manorathanandinによれは，これら三つの量とそれ

らの量果とはつぎのようである．

( 1) 量：感覚（iilocana) （＝対象の単なる感覚 arthiilocanamiitra)

量果：種等によって限定された（実有）の決知（jiityiidivisi号恒niscaya)

(2) 量：感官（と対象と）の結合（ak~asambandha) （ニ感官と対象との接

触 indriyiirthasannika均a)

量果：感覚（iilocana)

(3) 量：限定者の知（viお切明品i)

量果：所限定者の知（vise号yadhi)

ところで，（ 1）の量である感覚は（2）の量果であると考えられるから，知

の生起の過程は，

（イ）感官と対象との結合（量）ー→感覚（量果）

（ロ）感覚（量）ー→限定された実有の決知（量果）となろう．

この説にきわめて近い説を Prasastapiidabh匂yaに見い出すことができる．

いまその箇所を注釈者 Sridharaの Nyiiyakandaliを参照して訳出すれば，つ

ぎのようになろう．

「その場合．同（siimiinya）・異（vise号a）の本質の単なる感魔（svarilpiiloca-

namiitra) （乙）が現量なる量であり，実（dravya）等の句義（padiirtha）が所

量（prameya）であり，我（iitman）が量者（pramiitr）であり，実等に関する

知（丙）が量果（pramiti)である．同・異の知（乙）の生起に対しては，単な

る感覚（剖0蜘 amii同（＝感官と対象との接官）（甲）ただそれだけで現量な

(26) PVV, p・211, ll. 14-16. 

(27) Ny亙yakandali,p. 198, ll. 21-22：亙locanamindriyむthasannikar号as. すなわち
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(28) 

る量である．」

これをまとめれば，

感官と対象との接触（甲）（量）ー→同・異の感覚（乙）（量果）

同・異の感覚（乙）（量）ー→実等に関する知（丙）（量果）

となろう．この説は， Manorathanandinが示した説ーーー前述の（イ）（ロ）一ー

に一致すると見ることができょう． したがって，法称がこの備で量を「感官

（と対象と）の結合」ないし「感覚」とみなす見解を挙げたのは， Prasastapad-
(29) 

abh匂yaにみえるこのような説を予想していると考えて大過はないであろう．

ところで，法称はまたこの備で量を「限定者の知」（vise~a早adhi）とみなす見

解を挙げているが，これは陳那が Pramal}asamuccaya現量章および自注の正理

学派批判において，量を「限定者の知」，量果を「所限定者（vise号ya）の知」と

みる見解を論破しているのに従ったものであろす：

さて，さきに述べたように，法称にとっては，量とは知（量果）を確立する

Sridharaはこの亘locanaを「感官と対象との接触」と解している・さきの alocana

すなわち「同・異に関する本質の単なる感覚（亘locana）」（乙）については，かれは

「本質をただ把鐙するだけの無分別のもの」（svariipagraha早amii位a!pvikalparahitaIJ1, 

ibid., ll. 12-13）と注している・

(28) Prasastap.五dabh:冨号ya,p. 187, ll; 13-16. 

(29) なお PVのこの他学派批判は， PS （および PSV）の現量章における勝論学派

批判（cf.M. Hattari, op. cit., p. 42丘）と関連する．

(30) Cf. M. Hattori, oρ. cit., p. 39, l. 25 ff. なお， Sridharaは「所限定者の知は

限定者の知の果であるJ(vi品e号yajniina!JIhi vi~e号al)ajnanasya phalam, Nyayakand-

ali, p. 199, l. 3）とか，あるいは「所限定者の知が果であるとき，同・異の感覚が

量である」（yadiivse~yajfiiinaIJ1 phalalJl tadii siimiinyavi均五locan卸 pramiil_lam,ibi・'d.,

l. 6）とかいっている・これによると， Sridharaは，上述の Pra品astap亙dabhii専問の

示した「同・異の感覚（量）→実等に関する知（量果）」の関係を「限定者の知（量）

→所限定者の知（量果）」の関係によって見ていると恩われる・

なお，ちなみに Slokav亙rttika，現量章第70侮一第73偏に，「限定者の感覚→限定

者の知→所限定者の知（→想起）→“捨てられるべき”などの判断」という知の生起

の過程が示されている．拙論，「後期大乗仏教の認識論」，『講座仏教思想』（理想社）

第2巻， 165頁参照．
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もの，換言すれば知を他の知から差別するものである． ところで， 感覚，感官

と対象との結合，限定者の知はいずれも，それらから生じる知に何らかの差別

を与えるが， しかし最終的に差別を与えるものではない一一「妨げがある」

一ーから，それらは量とはみとめられない．

法称はつづけていう．

すべての行為要素は行為（＝果）に対して（何らかの）効用をもつ

が，（それらの中で）最終的に差別するものがそれ（＝行為）の最

高能成者であると認められる．

路 rve号amupayoge’pi karaka早arp.kriyarp. prati I 

yad antyarp. bhedakarp. tasyas tat sa品品atamarp.m嗣 m11 (311) 

感官にはそのようなことはない．なぜならぽ，すべてに共通する因

であるからそれら（＝感官）に（相互に清澄，不清澄の）相違が

あるとはいえ， （知が）それ（＝対象）の相をもたないとき， どうし

て「これはこ （の対象）の（知）である」とし、ぅ 壁立li：盛りえ

akl;iai.iam asti nedrsam I 
(32) 

upasyasyedam iti tat kutal;i 11 (312) 

以上によって残余（＝感覚等）も説明された．
(33) 

etena s句arp.vyakhyatarp. 

およそ行為要素（karaka）なるものはすべて，行為（果）に対して何らかの

効用をなす．しかし，それらの中で， その行為を最終的に他の行為から差別す
(34) 

るもの（bhedaka）が，最高能成者（sadhakatama），すなわち量と許されるので

(31) PV-k(ll), (fil), sarva!Jl samiinya; PV-k(I), sarvasamiinya. 

(32) PV・k( I), ( m), hy abhinnasya tasyeda且 PV-k(t）もこれに一致し， PVBh,

PVT(R）はこれによって注釈している. PV-k ( ll ), hy atadriipasyasyedam. PVP, 

PVVはこれに従っている．いまここでは後者に従って訳出した．

(33) PV-k( I），島署o.

(34) P匂ini,1-4-42: s五dhakatama!Jlhi kara早am.なお，ちなみに Uddyotakaraも

量を最高能成者と考えている．しかしその最高能成者についてつぎのようにいう．
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ある．しかし感官は知を最終的に差別するものではない．なぜならば感官は多

くの知に共通した因であるから．たとえば眼は「青の知」の因でもあり「黄の

知」等の因でもあるから，「青の知」を他の知からよく差別するものではない．

したがって「青の知」を他の知から差別するものが別にあるべきである．それ

ゆえに感官は知を最終的に差別するものとは認められない．「青の知」が他の

知から差別されるのは，「青の知」が青なる対象の相をもって生じている一一

換言すれば青なる対象に相似しているーーからである．

もし「育の知」が青なる対象の相をもっていないならば，たとえ感官に清澄，

不清澄等の差別があって，その差別によって知に鮮明，不鮮明等の差別が生じ

るとはL、ぇ，「青の知」を「黄の知」｜等から差別して「これは青の知である」と

いうように確立することはできないであろう．

このように感官は最終的に知を差別するものではないから，最高能成者では

なししたがって量とはいえない．残余のもの一一注釈者たちによれは，感覚

(alocana），感官と対象との結合（indriyarthasannikar号a）等（前出第310偶参照）

一ーも同様に最終的に知を差別するものではないから，最高能成者ではなし

したがって量ではない．

「限定者の知」も上述の同じ理由によって量とはみなされないのであるが，

「限定者の知」を量とみなす見解には，さらにつぎのような過失があるといわ

れる

「限定者の知」については， さらに（過失がある．すなわち， もし

「限定者の知」が）それ（＝対象）の相をもたないならば，（「所限定

「（量の）存在，非存在において（知は）それをもっ（＝量が存在するとき知は生

じ，存在しないとき，生じない）．量者（pramatr）あるいは所量（prameya）が存

在しないとき，知（prama）は生じない．しかし（量者あるいは所量が）存在する

とき（知は）生じるが，（それらが）存在しても必ず（知が）生じるとは限らない．

これに反し，量が存在するときは（量者も所量も）存在していて，必ず（知は）生

じる．（量のこの）卓越性（ati鈎ya）が最高能成者性といわれる．」（NV,p. 6, l. 2 

4--p. 7, l. 2）すなわち， Uddyotakaraは，それ（甲）があれば必ず知が生じるとこ

ろのそれ（甲）を最高能成者とみなしている．
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者の知」から窓）差別さえありえないだろう・他の知（＝「所限定
Iお）

者の知」）についても同様である．

l'ii均a草a品iyaippuma~ I 
(37) 

atadriipye na bhedo 'pi tadvad anyadhiyo’pi va II (313) 
(38) 

敵者は「限定者（＝同等）の知」を量とみなし，「所限定者（ニ実等）の知」

をその量果とみる．しかし「限定者の知」それ自体に対象形相性がないならば，

「所限定者の知」にも対象形相性はないはずである．もしそうであれば，「限定

者の知」と「所限定者の知」との差別がなくなり， しずこがって一方が量であ

り，他方が量果であると決定することもできないで、あろう．

「限定者の知」を「所限定者の知」から差別するものは，その対象形相性で

ある．このことは，「所限定者の知」についても同様である．

法称はさらに以下，別の観点から敵者のその見解一一「限定者の知」を量と

みなす見解ーーを論破する．

行為と能成者との両者が対象を異tこすることも許されない． （そこ

で，もし「限定者の知」と「所限定者の知」とが）同ーの対象をも
（紛）

つというならば，二つは無意味であり，また順次に生じることがな

いであろう．

ne訴ovi但yabhedo’pikriyasadhanayor dvayo与I 

ekarthatve dvayaip vyarthaip na ca syat kramabhavita II (314) 

(35) PVV, p. 212, ll. 15-16: vi品e号yadhiya}:i.sakiisiid. Cf. PVP, 255b2. 

(36) PVP, 255b4 : khyad-par gyi ses-pa bshin-du khyad-par gyi gshi}:i.i ses-pa la ya由．

Cf. PVT(R), 143a2. 

(37) PV-k( I), at亙driipye1,1abhedo. 

(38) PS, 99a•-•. 

(39) PS, 99a'. 

(40) Kumむilaは S!okaviirttikaて向つぎのようにいう．「限定者の知が量であり，所

限定者の知が量果であるときも，対象が異なることは否定される．（そのことは）先

述した（感官などを量とみなる場合と同様である）・」（SV，現量章第70偶）
(41) PV-k ( I), (Ill), vi号ayacchedo.
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同時にあるというならば，所成能成の関係がなくなるであろう．

sadhyasadhanatabhavalt sakrdbhave 

たとえば，斧でカディラ（khadira）木を切断するとき，決してパラーシャ

(pala.sa）木の切断はない．つまり，斧という作具因（kara明）と切断という行

為（kriya）は同じもの一一カディラ木一ーを対象としてもつ．このように，行

為と能成者（sadhana，作具因）とは同じ対象をもっとみなされる．ところで

「限定者の知」と「所限定者の知」とは対象を異にしている．それゆえに，一方

が作具困（量）であり，他方がそれによって成就される行為（量果）であると
(42) 

いうことはできない．

「限定者の知」が能成者（量）であり，「所限定者の知」が所成者（量果）で

あるためには，両知は同じ対象をもつものでなくてはならない．そこで敵者は，

両知は同ーの対象に関わるというかもじれない．しかし，もしそうであるなら

ぽ，同じ対象に対して二つの知があることになり，それは無駄なことである．

また，敵者は「限定者の知」ののちに，「所限定者の知」が生じると考えて

いるが，もし両知が同じ対象をもつならば，両知が時聞を異にして生じること

はありえないであろう．なぜならぽ，もし一つの対象が「限定者の知」と「所

限定者の知」とを生ぜしめる能力をもつならば，それは同時に両知を生ぜしめ

るべきである．

そこでもし敵者が「限定者の知」と「所限定者の知」は同時に生じるという

ならば，敵者のいうような所成・能成の関係（sadhyasadhanabhava）が成立し

ないことになろう．すなわち，敵者は所成（量果）・能成（量）の関係を所生・

能生の関係 (janyajanakabhava）としてとらえているが，そのような所生・能

生の関係は同時に存在するものの聞にはありえない．

法称の見解によれば，さきに考察したように，知（所成）に内在する対象形

相性が能成である．したがって所成（量果）と能成（量）とは体を異にしない．

そこで，どうして同一体が所成であってしかも同時に能成であるといえるか，

(42) PSV, 99a8 ff. (l,ιHa悦ori,op.α・t.,p. 39, 1.25め・の論議と関連する．
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(43) 

という諸聞が予想される．法称はそれに対してつぎのように答える．

知の二分にあっては，それ（＝知）を確立することにもとづいて，

所成・能成の関係が成立する．

品iyo’QJ.sayol;il

tadvyavasthasrayatvena sadhyasadhana叩 p.sthitil;i11 (315) 

知には，知（a品i伊 ma認識行為）自体と知に顕現した対象形相との二つの

分（aip.sa）がある．そしてその対象形相こそが知を他の知かう差別して確立

(vyavastha）する．たとえば「青の知」を他の知から差別して確立するのは，

「青の知」に顕現している青形相である．このことにもとづいて，対象形相性

(arthakarata）が能成であり，知が所成であるといわれる．つまり，法称にと

っては，所成・能成の関係（sadhyasadhanabhava）は所生・能生の関係（j阻・

yajanakabhava）ではなく，所確立・能確立の関係（vyavasthapyavyavasth句a-

kabhava）を意味する．したがって，知と対象形相とが同一体であってしかも

所成・能成の関係にあっても矛盾はない．

つぎに法称は，「感官と対象との結合」を量とみなす見解一一これは一度，

(43) Slokav孟rttikaは仏教徒の見解を批判して，「しかし，（仏教徒は）対象の同一性

を認めて，量と量果は同体であると主張する．しかし所成と能成とが（相互に）異

なったものであることは世間の認めるところであって，それと矛盾する・J

vi号ayaikatvamicchallJS tu yal;i prama早allJphalallJ vadet I 

sadhyasiidhanayor bhedo laukikas tena biidhital;i II (SV, Pratyak号a,74) 

「斧が khadira木に達するとき， paliisa木に切断は起らないように，正に同様に世

間では斧と切断との同一性は（認められてい）ない．」

chedane khadirapr亘ptepaliise na cchid亙yathaI 

tathaiva p訂 asorJoke cchiday亙sahanaikata 11 （同， 75)

という.TattvasallJgrahaは第13 4 5偏にこの第75侮を引用したのち，つぎのよ

う『こいう．

「そうではない．所成・能成の関係は確立（vyavasthii）にもとづくもの（＝所確

立・能確立vyavasth亘pyavyavasthiipakaの関係）である（から）．しかし識が無相で

あれば，そのような確立はありえない．」

na vyavasth忌rayatvenas孟dhyasiidhanasaxpsthiti与l

niriikiire tu vij量菖nesii saq:isth亘nahi yujyate II (TS, 1346) 
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(44) 

第313偏aによって破せられたがーーについて，その過失を付け加える．

また（対象は）自己全体によって（感官と）結合するけれども，あ

る性質のみが認識される． （もし感官と対象との結合が量であると

いうならば）そのような限定がなくなろう．なぜならば，結合は無

差別であるから．

sarvatmana’pi sambaddha1p kaiscid evavagamyate I 

dharmai}:i sa niyamo na syat sambandhasyavise号ata与11(316) 

対象は，「青」という性質，「多くの極微から成り立っている」という性質

など多くの性質（dharma）をもっている．感官が対象と結合するとき，その対

象がもっすべての性質と結合するはずである．しかしながら，対象は或る性質

のみによって認識される．たとえば「青」という性質などは認識されるが，「多
(45) 

くの極徴から成り立っているJとし、う性質などは認識されない．ところで，も

し感官と対象との結合が量であるたらば，対象の或る性質のみを認識し，或る

性質を認識しないというような限定がありえないことになる．なぜならば，感

官が対象と結合するとき，対象のもっすべての性質と結合し，そこに差別がな

いからである．

そこで，
(46) 

それ（＝感官と対象との結合）に差別がなくても，或るもの（甲）

によってこの差別（＝知の他の知からの差別）があるとき，それ

（甲）が量である．

tadabhede’pi bhedo’yatp yasmat tasya pramiiI].ata I 

上述のように，感官と対象との結合（indriyarthasannikar手a）には差別がな

いから，その結合は知を他の知から差別して確立するものではない．しかし，

(44) この論議は PSV,lOOa•-• (M. Hattori, op.ci仇 p.43, It. 11-16）と関連がある・

なお SV,Pratyak号a,62 ff.の論議は PSVに対する反論とみるべきであろう・

(45) PVV, p. 213, tl. 21-22: kaiscid eva dharmaitz nilatv互dibhirgamyate na tv 

a早upufijatv亘dibhil]..

(46) PVP, 256b', PVT(R), 144a6による.PVV, p .214, I. 3によれば， tatはtasmiit

（それゆえ）である・ PVBh,p. 348, l. 9によれば， tatは artha（対象）である．
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知それ自身のなかにあって知を他の知から差別するもの一一すなわち対象形相

性一ーがある．それが量である．

つぎに法称は，潜在力（saIμskara）が知を他の知から差別して確立するとL、

う見解を破す．

もし潜在力によって（知の差別確立がある）というならば， （それ

は正しく）ない．なぜならば（知が）それ（＝対象）の相をもたな
(4の

いならば，潜在力（それ自身）の（差別）確立もないから．

saIμskarac ced atadrupye na tasyapy avyavasthitel:_i II (317) 

知が生じるとき，その知から潜在力（saIμskara）が生じ，その潜在力がさら
(48) 

に後に知を生ぜしめる潜在力とはこのようなものである．ところで，もし知

が対象の相を自身の中にもたないならば，知は他の知から差別されない．した

がって，その知から生じる潜在力も他の知から生じる潜在力から差別されない

ことになる．したがってまた，差別のない潜在力が，その潜在力から生じる後

の知を差別し確立することもありえない道理である．

もし知（甲）が対象の相を自身の中にもち，それによってその知が他の知か

ら差別され，それゆえにその知から生じる潜在力も他の潜在力から差別され，

さらにその潜在力の差別によって後の知（乙）も他の知から差別される，とこ

のようにいうならば，後の知（乙）も前の知（甲）と同様に対象の相をもち，

それによって差別が確立するとみるべきではないか．したがって，知自身にあ

る対象形相性こそが能確立（vyavasthapaka）であって，潜在力ではない．

(iv) 勝義の立場と世俗の立場

量果と量が非別体であるという主張に対して，また敵者からの反論が予想さ

(47) 潜在力一一それは習気（viisan直）と同義であるうーーの存在そのものが否定さ
れているのではない．ここで否定されているのは，知自身にあって知を差別し確立
する対象形相を認めない点（識無相論）である．

(48) 「知から生じた“知の因”J(i自iinajii句j五iinahetu,PVV, p. 214, I. 5, cf. PVP, 2 

56b＇），「前知より生じたものが後（知）の図である．」（品 es-pa姐a-malぉ skyes-pa

ni phyi・mal].irgyu yin, PVT(S), 269a7). 
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れる．すなわち，相違した二つのものが同一体であるということは論理的自家

撞着ではないかという論である．これに対して法称はつぎのようにいう．

もし行為（＝量果）と作具因（＝量）とのこつが同一体であること

は矛盾である，というならば，（その非難は）正しくない．なぜな
(49) 

らば（「他の否定」によって仮説される）性質の相違が認められる
(50) 

から．（しかし勝義には）実有は無相違と認許される．

kriya.ka~ayor aik戸市o品aiti ced a鈍 ti

dharmabhedabhyupagamad vastv abhinnam it勾yateII (318) 

すべて行為・行為要素の確定はまさにこのようなものである（＝実
(51) 

有にもとづくものではなく，分別の所産である）．なぜならぽ，（相

互に）相違すると認められるもの（ーーたとえば切断と斧一一）に

ついてさえ，（その相違は）増益によってあるのであるから．

eva:rp.prakara sarvaiva kriyakarakasa:rp.sthiti与｜

bha明 ubhinnabhimat~v apyむopei.iavrtti:, II （却）

(49) PVV, p. 214, l. 13: vy証vrttyupakalpitasya.PVP, 257a2-•: ldog-pahi tha-dad-pas 

iie-bar-brtags-pa. 

(50) PVV, p. 214, l. 18: paramiirthatas. 

(51) PVP, 257a6: di10s-po la brten-pa can ma yin no. Cf.PVT(R), 144b7-8. 

(52) PVV, p. 214, I. 22: kalpitaiva. 

(53) PV-k(I ), (fil), bh亙vehy abhinn亙bhimate号vadhyiirope早avrttitaQ.しかし

PVBh, p. 348, last lineより見れば， bh亘ve守ubhinnii。である. PVT(R), 144b7 

(zor-ba la-sogs-pal:ti d録。＇S-pornams tha-dad-par fi,dod-pa la), PVP, 257a4 (diws 

rnams tha・dadfi,dod-pa la）によっても， bh亘ve号ubhinnii0と思われる・ PV-k(t),2 

29a•－•は tha・dad l:tdod-pal:ti d白osrnams lal:ta九sgro-1:tdogs-pasni l:tiug phyir roで

ある．おそらく Skt.は bh亙ve号ubhinniibhimate守vapy亙rope早avrttital:tであろう．

なお PV-k(Il）は bhavasyabhinniibhimate~v apy iirope早avrttital:tである・い

まPVVを参照してこれを訳せば，

「（相互に）相違すると認められるもの（ーーたとえば切断と斧など一一）につい

てさえ，（行為・作具因の）関係（bhiiva）は増益（亘ropa）によってあるのであるか

ら．」

となろう．
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法称の考えはこうである．知自体は，勝義にはー者である．相互に相違した

認識行為と作具因とのこ者が実有（vastu）として知にあるのではない．ただ，

知に，認識行為という側面と作具因とし、う側面を分別によって差別する一一仮

説するーーのみである．つまり，認識行為と作具因の差別は分別の所産（kalpi-

ta）にすぎない．

Manorathanandinは，斧によって木を切断するという倒を挙げて，つぎのよ

うにいう．

「二つになった木こそが，それに非ざるもの（＝二つになっていない木）の

否定（vyavrtti）によって他の相違を捨てて，「切断」といわれる．またその因

(karai:ia）である人間の手や斧などの中，他の綜合因（samagri)に属する手に

よっては（木の）切断は生じなし、から，斧が（他に）共通しない共働因（saha-

karin）であることを示すために，それに非ざるものの否定によって「作具因」
(54) 

と名づけられる．」

切断行為と斧とは別個の事象と考えられる．しかしその場合でさえ，斧が作

具因と呼ばれるのは，「他に共通する共働因の否定」による．換言すれば，斧

（他に共通しない共働因）における「他に共通する共働因の排除（apoha）」（概

念，共相）を作具因と呼ぶのである．また切断行為も「二つになった木」にお

ける「二つになっていない木の排除」を切断行為と呼ぶのである．このように，

行為と作具因とが相互に異なったものと認められる場合でさえ，或るものが行

為と呼ばれ，或るものが作具因と呼ばれるのは，すべて「他の否定（排除）」に

よる分別にもとづくものである．

したがって，認識行為と対象形相性の場合のように相互に体を異にしていな

いものについてはいうまでもないことである．それらは「他の否定」によって
（弱）

分別されたものにすぎない．以上によって「量果＝量」の論述を終る．

(54) PVV, p. 214, ll. 24-27. 

(55) この論述は経量部説にもとづいていると考えられる・その点については，拙論

「仏教論理学説と経量部説一一量・量果の非別体説について一一」，印仏研， Vol.XI, 

No. 1, p. 187丘を参照されたい．


